
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
庁
舎
等
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
四
四

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

一
四
四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
四
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

一
四
五

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
四
六

○
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
り
道
路
を
指
定
し
、
及
び
通
行
方
法
を
定
め
る
件

一
四
六

○
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
り
国
際
コ
ン
テ
ナ
車
の
通
行
に
係
る
道
路
を
指
定
し
、

及
び
通
行
方
法
を
定
め
る
件

一
四
七

○
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
建
設
業
法
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
件

一
四
八

公

告

○
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
実
施
す
る
件

一
四
八

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
四
九

告

示

福
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
庁
舎
等
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
福
島
県
告
示
第
七
百

八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

第
五
中
「
所
定
の
資
格
審
査
予
約
は
が
き
を
知
事
に
提
出
後
、
所
定
」
を
「
所
定
」
に
改
め
る
。

第
六
及
び
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六

申
請
書
等
の
提
出
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

第
七

申
請
書
等
の
提
出
先

申
請
書
等
は
郵
送
に
よ
り
福
島
県
総
務
部
文
書
管
財
総
室
施
設
管
理
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

第
八
中
「
資
格
審
査
予
約
は
が
き
及
び
」
を
削
り
、
「
配
付
す
る
の
で
、
直
接
来
庁
の
上
交
付
を
受

け
る
こ
と
」
を
「
配
布
す
る
ほ
か
、
福
島
県
施
設
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
開
す
る
」
に
改

め
る
。

（
施
設
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

田
村
郡
小
野
町

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

九
月
四
日

小
野
町
多
目
的
研

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

修
集
会
施
設

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

ら

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

午
前
一
二
時
ま
で

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

午
後
一
時
か
ら

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

午
後
四
時
ま
で

り

田
村
市

九
月
五
日

田
村
市
滝
根
行
政

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

局

ら午
前
一
二
時
ま
で

石
川
郡
浅
川
町

九
月
九
日

浅
川
町
共
同
福
祉

午
後
二
時
か
ら

施
設

午
後
四
時
ま
で

同

郡
古
殿
町

九
月
一
〇
日

古
殿
町
役
場

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま
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で

同

郡
平
田
村

同

平
田
村
中
央
公
民

午
後
二
時
か
ら

館

午
後
四
時
ま
で

同

郡
石
川
町

九
月
一
一
日

石
川
町
共
同
福
祉

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

施
設

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

同

郡
玉
川
村

九
月
一
二
日

玉
川
村
役
場

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
二
時
ま
で

田
村
市

九
月
二
四
日

田
村
市
都
路
行
政

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

局

午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

九
月
二
五
日

田
村
市
文
化
の
舘

午
前
九
時
か
ら

と
き
わ

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で
同

田
村
市
瀬
川
住
民

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

セ
ン
タ
ー

午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

九
月
二
六
日

田
村
市
文
化
セ
ン

午
前
一
〇
時
か
ら

タ
ー

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

九
月
二
七
日

田
村
市
大
越
行
政

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

局

午
前
一
二
時
ま
で

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

九
月
三
〇
日
か
ら
一
〇
月

福
島
県
計
量
検
定

町
村

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

二
五
日
ま
で
（
火
曜
日
、

所

も
の

木
曜
日
、
土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

午
前
九
時
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

田
村
市
、
石
川
郡
石
川

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
二

町
、
同
郡
玉
川
村
、
同

〇
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

郡
平
田
村
、
同
郡
浅
川

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

町
、
同
郡
古
殿
町
及
び

田
村
郡
小
野
町

（
計
量
検
定
所
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
相
馬

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
元
年
六
月
二
十
八
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
七

月
二
十
三
日
認
可
し
た
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
岩

井
沢
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）

を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
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土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
八
月
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

田
村
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
令
和
元
年
七
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
三
五
二
号

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
大
根
卸
六
八
番

令
和
元
年
七
月
三
〇
日

一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
字
大
根
卸
一
四
八

九
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
道

路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
指
定
す
る
道
路
並
び
に
同
令
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一

メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路

線

名

区

間

一
般
国
道
一
一
三
号

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
鴻
ノ
巣
二
〇
番
八
地
先
か
ら

相
馬
市
椎
木
字
北
原
三
三
六
番
五
地
先
ま
で

一
般
国
道
一
一
五
号

相
馬
市
大
曲
字
天
神
五
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
山
上
字
山
岸
二
二
番
二
地
先
ま
で

一
般
国
道
一
二
一
号

喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝
字
西
原
二
六
八
番
三
地
先
か
ら

会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
始
字
屋
敷
六
六
番
地
先
ま
で

一
般
国
道
二
九
四
号

白
河
市
豊
地
弥
次
郎
九
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
豊
地
箭
内
小
屋
一
番
九
地
先
ま
で

県
道
い
わ
き
浪
江
線

い
わ
き
市
四
倉
町
戸
田
字
水
押
七
番
五
地
先
か
ら

同

市
四
倉
町
中
島
字
三
反
田
五
番
地
先
ま
で

県
道
小
野
四
倉
線

い
わ
き
市
四
倉
町
戸
田
字
水
押
七
番
五
地
先
か
ら

同

市
四
倉
町
字
田
戸
前
六
九
番
一
地
先
ま
で

県
道
矢
吹
小
野
線

石
川
郡
玉
川
村
大
字
南
須
釜
字
兎
田
一
八
番
五
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
吉
字
中
下
五
二
番
地
先
ま
で

県
道
古
殿
須
賀
川
線

石
川
郡
玉
川
村
大
字
南
須
釜
字
兎
田
一
八
番
五
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
北
須
釜
字
鎺
田
四
五
番
一
地
先
ま
で

県
道
須
賀
川
二
本
松
線

郡
山
市
安
積
町
日
出
山
三
丁
目
一
四
五
番
地
先
か
ら

同

市
安
積
町
日
出
山
三
丁
目
二
八
〇
番
地
先
ま
で

二

指
定
す
る
期
日

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

三

通
行
方
法

高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
が
一
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
路
線

名
の
道
路
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
区
間
を
通
行
す
る
場
合
は
、
次
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

１

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す

お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る

施
設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空

障
害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

２

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
〇
・
二

三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
〇
・

二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料

で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。
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３

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情

報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
五
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
海
上

コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
（
以
下
「
国
際
コ
ン
テ
ナ
車
」
と
い
う
。
）
の
通
行
に
よ

る
道
路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
指
定
す
る
道
路
並
び
に
同

令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
国
際
コ
ン
テ
ナ
車
の
通
行
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路

線

名

区

間

一
般
国
道
一
一
三
号

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
鴻
ノ
巣
二
〇
番
八
地
先
か
ら

相
馬
市
椎
木
字
北
原
三
三
六
番
五
地
先
ま
で

一
般
国
道
一
一
五
号

相
馬
市
大
曲
字
天
神
五
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
山
上
字
山
岸
二
二
番
二
地
先
ま
で

一
般
国
道
一
二
一
号

喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝
字
西
原
二
六
八
番
三
地
先
か
ら

会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
始
字
宮
前
一
六
八
番
地
先
ま
で

一
般
国
道
二
九
四
号

白
河
市
豊
地
弥
次
郎
九
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
豊
地
箭
内
小
屋
一
番
九
地
先
ま
で

県
道
い
わ
き
浪
江
線

い
わ
き
市
四
倉
町
戸
田
字
水
押
七
番
五
地
先
か
ら

同

市
四
倉
町
中
島
字
三
反
田
五
番
地
先
ま
で

県
道
小
野
四
倉
線

い
わ
き
市
四
倉
町
戸
田
字
水
押
七
番
五
地
先
か
ら

同

市
四
倉
町
字
田
戸
前
六
九
番
一
地
先
ま
で

県
道
矢
吹
小
野
線

西
白
河
郡
矢
吹
町
赤
沢
二
九
〇
番
地
先
か
ら

石
川
郡
玉
川
村
大
字
吉
字
境
田
八
八
番
五
六
地
先
ま
で

石
川
郡
玉
川
村
大
字
南
須
釜
字
兎
田
一
八
番
五
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
吉
字
中
下
五
二
番
地
先
ま
で

県
道
古
殿
須
賀
川
線

石
川
郡
玉
川
村
大
字
南
須
釜
字
兎
田
一
八
番
五
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
北
須
釜
字
鎺
田
四
五
番
一
地
先
ま
で

県
道
中
野
須
賀
川
線

須
賀
川
市
牛
袋
町
一
二
一
番
四
地
先
か
ら

同

市
影
沼
町
二
二
一
番
一
地
先
ま
で

県
道
須
賀
川
二
本
松
線

郡
山
市
安
積
町
日
出
山
三
丁
目
一
四
五
番
地
先
か
ら

同

市
安
積
町
日
出
山
三
丁
目
二
八
〇
番
地
先
ま
で

県
道
南
福
島
停
車
場
線

福
島
市
太
平
寺
字
沖
高
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
大
森
字
西
ノ
内
五
四
番
一
地
先
ま
で

県
道
飯
坂
保
原
線

福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
南
五
番
一
二
地
先
か
ら

同

市
鎌
田
字
下
田
一
九
番
七
地
先
ま
で

県
道
相
馬
港
線

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
今
神
一
番
一
地
先
か
ら

相
馬
市
光
陽
二
丁
目
一
番
一
地
先
ま
で

二

指
定
す
る
期
日

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

三

通
行
方
法

国
際
コ
ン
テ
ナ
車
が
一
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
路
線
名
の
道
路
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
区
間
を
通
行

す
る
場
合
は
、
次
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

交
差
点
に
お
け
る
左
折
又
は
右
折
に
当
た
っ
て
の
誘
導

第
一
欄
の
道
路
か
ら
第
二
欄
に
所
在
す
る
交
差
点
（
十
字
路
、
丁
字
路
そ
の
他
二
以
上
の
道
路

が
交
わ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
以
上
の
道
路
の
交
わ
る
部
分
を
い
う
。
）
を
左
折
し
て
第
三
欄

の
道
路
に
入
る
と
き
は
、
他
の
車
両
等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二

条
第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
自
転
車
（
以
下
「
他
の
車
両
等
」
と
い

う
。
）
と
の
衝
突
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
、
当
該
国
際
コ
ン
テ
ナ
車
及
び
他
の
車
両
等
の

誘
導
を
行
う
者
又
は
車
両
を
配
置
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

常
磐
自
動
車
道

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
落
合

一
般
国
道
一
一
三
号
（
新
地

（
新
地
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
）

町
駒
ヶ
嶺
方
面
の
車
線
に
限

る
。
）

２

橋
等
の
通
行
方
法

橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
の
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
）
を
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通
行
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
徐
行
す
る
と
と
も
に
、
一
の
径
間
の
一
の
車
線
に
お
い
て
限
度
超

過
車
両
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

車
両
を
い
う
。
）
又
は
他
の
国
際
コ
ン
テ
ナ
車
と
連
続
し
て
通
行
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
て

通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号

次
の
建
設
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
エ
ス
・
ア
ー
ル
・
シ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

二
瓶

兼
義

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

福
島
県
い
わ
き
市
平
愛
谷
町
一
丁
目
五
番
地
の
四

四

許
可
番
号

福
島
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
三
二
二
六
七
号

（
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
）

公

告

公
告
第
七
十
四
号

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
四
十
八
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

試
験
日
時

令
和
元
年
十
月
十
一
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
の
場
所

郡
山
ユ
ラ
ッ
ク
ス
熱
海
大
会
議
室
（
郡
山
市
熱
海
町
熱
海
二
丁
目
百
四
十
八
番
地
の
二
）

三

受
験
願
書
の
提
出
期
間

令
和
元
年
八
月
一
日
（
木
）
か
ら
同
年
九
月
六
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、

同
日
付
け
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

四

受
験
願
書
の
提
出
先

最
寄
り
の
福
島
県
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
と
す
る
。

五

受
験
手
数
料

八
千
円
と
し
、
相
当
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消
印
は
し

な
い
こ
と
。
）
。

六

そ
の
他

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
企
業
立
地
課
又
は
各
福
島
県
地

方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
郵
送
に
よ
り
照
会
す

る
場
合
は
、
宛
先
明
記
の
八
十
二
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
又
は
返
信
用
は
が
き
を
必
ず
同
封

す
る
こ
と
。

（
企
業
立
地
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会
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福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 元 年 ７ 月 30日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 35年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
「

相 馬 市 塚 部 字 善 光 寺 １ 番 １ 地 先 か ら 同 市 光 陽 二 丁 目
別 表 第 ３ 一 般 国 道 113号 の 項 中

地 先 ま で

「
相 馬 市 塚 部 字 善 光 寺 １ 番 １ 地 先 か ら 同 市 光 陽 二 丁 目 9 6 2番 ３
地 先 ま で

962番 ３
を に 改

相 馬 郡 新 地 町 駒 ケ 嶺 字 鴻 ノ 巣 20番 ８ 地 先 か ら 相 馬 市 椎 木 字 北
」

原 336番 ５ 地 先 ま で
」

「
相 馬 市 山 上 字 小 田 原 300番 11地 先 か ら 伊 達 市 霊 山 町 下

め 、 同 表 一 般 国 道 115号 の 項 中
荒 屋 敷 ５ 番 ７ 地 先 ま で

「
相 馬 市 山 上 字 小 田 原 3 0 0番 1 1地 先 か ら 伊 達 市 霊 山 町 下 小 国 字
荒 屋 敷 ５ 番 ７ 地 先 ま で

小国字
を に改め、

相 馬 市 大 曲 字 天 神 57番 １ 地 先 か ら 同 市 山 上 字 山 岸 22番 ２ 地 先
」

ま で
」

「
会 津 若 松 市 町 北 町 大 字 始 字 屋 敷 66番 地 先 か ら 同 市 町 北 町 大

同 表 一 般 国 道 121号 の 項 中
始 字 宮 前 135番 １ 地 先 ま で

「
会 津 若 松 市 町 北 町 大 字 始 字 屋 敷 66番 地 先 か ら 同 市 町 北 町 大 字
始 字 宮 前 135番 １ 地 先 ま で

字 会 津 若 松 市 高 野 町 大 字 中 沼 字 西 坂 才 甲 7 4 6番 １ 地 先 か ら 同 市
を に 改 め 、

町 北 町 大 字 始 字 屋 敷 66番 地 先 ま で
」

喜 多 方 市 関 柴 町 西 勝 字 西 原 2 6 8番 ３ 地 先 か ら 会 津 若 松 市 高 野
町 大 字 中 沼 字 西 坂 才 甲 7 4 6番 １ 地 先 ま で

」
同 表 一 般 国 道 289号 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

一 般 国 道 294号 白 河 市 豊 地 弥 次 郎 91番 １ 地 先 か ら 同 市 豊 地 箭 内 小 屋 １ 番 ９ 地
先 ま で

「
い わ き 市 四 倉 町 中 島 字 三 反 田 61番 １ 地 先 か ら 同

別 表 第 ３ 県 道 い わ き 浪 江 線 の 項 中
字 中 ノ 内 20番 ４ 地 先 ま で

「
い わ き 市 四 倉 町 中 島 字 三 反 田 61番 １ 地 先 か ら 同 市 四 倉 町 白 岩
字 中 ノ 内 20番 ４ 地 先 ま で

市四 倉町白岩
を

い わ き 市 四 倉 町 戸 田 字 水 押 ７ 番 ５ 地 先 か ら 同 市 四 倉 町 中 島 字
」

三 反 田 ５ 番 地 先 ま で

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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」
に 改 め 、 同 表 県 道 飯 野 三 春 石 川 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 小 野 四 倉 線 い わ き 市 四 倉 町 戸 田 字 水 押 ７ 番 ５ 地 先 か ら 同 市 四 倉 町 字 田 戸
前 69番 １ 地 先 ま で

「
石 川 郡 玉 川 村 大 字 蒜 生 字 恵 平 110番 １ 地 先 か ら 同 村

別 表 第 ３ 県 道 矢 吹 小 野 線 の 項 中
字 南 畷 67番 １ 地 先 ま で

「
石 川 郡 玉 川 村 大 字 蒜 生 字 恵 平 1 1 0番 １ 地 先 か ら 同 村 大 字 小 高
字 南 畷 67番 １ 地 先 ま で

大 字 小 高
を に

石 川 郡 玉 川 村 大 字 南 須 釜 字 兎 田 18番 ５ 地 先 か ら 同 村 大 字 吉 字
」

中 下 52番 地 先 ま で
」

改 め 、 同 表 県 道 郡 山 大 越 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 古 殿 須 賀 川 線 石 川 郡 玉 川 村 大 字 南 須 釜 字 兎 田 18番 ５ 地 先 か ら 同 村 大 字 北 須
釜 字 鎺 田 45番 １ 地 先 ま で

「
郡 山 市 笹 川 一 丁 目 276番 ２ 地 先 か ら 同 市 安 積

別 表 第 ３ 県 道 須 賀 川 二 本 松 線 の 項 中
281番 地 先 ま で

「
郡 山 市 笹 川 一 丁 目 276番 ２ 地 先 か ら 同 市 安 積 町 日 出 山 三 丁 目
281番 地 先 ま で

町日出山三丁目
を

郡 山 市 安 積 町 日 出 山 三 丁 目 145番 地 先 か ら 同 市 安 積 町 日 出 山
」

三 丁 目 280番 地 先 ま で
」

に 改 め 、 同 表 市 道 （ 郡 山 市 ） 金 屋 水 門 町 ２ 号 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 郡 山 市 ） 高 郡 山 市 日 和 田 町 高 倉 字 西 中 舘 12番 １ 地 先 か ら 同 市 日 和 田 町 高
倉 １ 号 線 倉 字 西 中 舘 12番 １ 地 先 ま で

市 道 （ 郡 山 市 ） 桜 郡 山 市 日 和 田 町 高 倉 字 桜 内 ４ 番 １ 地 先 か ら 同 市 日 和 田 町 高 倉
内 藤 坦 線 字 藤 坦 ５ 番 １ 地 先 ま で

市 道 （ 郡 山 市 ） 日 郡 山 市 安 積 町 日 出 山 三 丁 目 2 7 1番 地 先 か ら 同 市 安 積 町 日 出 山
出 山 久 保 田 線 二 丁 目 1 8 1番 地 先 ま で

別 表 第 ３ 市 道 （ い わ き 市 ） 渚 滝 尻 線 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

市 道 （ い わ き 市 ） い わ き 市 泉 町 滝 尻 字 橋 本 48番 １ 地 先 か ら 同 市 小 名 浜 字 中 原 15
渚 ・ 滝 尻 線 番 １ 地 先 ま で

い わ き 市 泉 町 滝 尻 字 橋 本 50番 ９ 地 先 か ら 同 市 泉 町 滝 尻 字 橋 本
50番 12地 先 ま で

別 表 第 ３ 市 道 （ い わ き 市 ） 田 中 ・ 砂 田 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ い わ き 市 ） い わ き 市 小 名 浜 字 高 山 312番 ９ 地 先 か ら 同 市 小 名 浜 字 高 山 312
高 山 ・ 松 之 中 線 番 ９ 地 先 ま で
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市 道 （ い わ き 市 ） い わ き 市 四 倉 町 字 栗 木 作 62番 3 3地 先 か ら 同 市 四 倉 町 字 田 戸 前
田 之 網 ・ 田 戸 線 22番 １ 地 先 ま で

市 道 （ い わ き 市 ） い わ き 市 四 倉 町 字 栗 木 作 62番 2 6地 先 か ら 同 市 四 倉 町 字 栗 木 作
栗 木 作 ・ 小 山 田 線 １ 番 31地 先 ま で

別 表 第 ３ 市 道 （ 白 河 市 ） 昭 和 町 16号 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 白 河 市 ） 白 白 河 市 豊 地 川 外 １ 番 地 先 か ら 同 市 豊 地 川 外 10番 地 先 ま で
河中央インターチェ
ン ジ 北 線

市 道 （ 白 河 市 ） 白 白 河 市 豊 地 弥 次 郞 105番 地 ３ 地 先 か ら 同 市 萱 根 田 中 山 11番 地 １
河中央インターチェ 地 先 ま で
ン ジ 南 線

市 道 （ 白 河 市 ） 工 白 河 市 豊 地 箭 内 小 屋 １ 番 地 ９ 地 先 か ら 西 白 河 郡 西 郷 村 大 字 長
業 の 森 中 央 線 坂 字 土 生 ２ 番 地 14地 先 ま で

市 道 （ 須 賀 川 市 ） 須 賀 川 市 影 沼 町 221番 地 １ 地 先 か ら 同 市 横 山 町 １ 番 地 先 ま で
Ⅰ － 11号 線

「
南 相 馬 市 原 町 区 北 原 字 東 原 1 8 1番

別 表 第 ３ 市 道 （ 南 相 馬 市 ） 陣 ヶ 崎 北 原 線 の 項 中
344番 ５ 地 先 ま で

「
南 相 馬 市 原 町 区 北 原 字 東 原 181番 ２ 地 先 か ら 同 区 北
344番 ５ 地 先 ま で

２ 地 先 か ら 同 区 北 原 字 東 原
を

南 相 馬 市 原 町 区 北 原 字 東 原 181番 地 先 か ら 同 区 下 太
」

23番 地 先 ま で

原字東原

に 改 め 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。
田字小原

」

市 道 （ 南 相 馬 市 ） 南 相 馬 市 原 町 区 北 原 字 東 原 34 4番 地 先 か ら 同 区 雫 字 蛭 沢 30 5番
北 原 船 橋 線 地 先 ま で

市 道 （ 南 相 馬 市 ） 南 相 馬 市 原 町 区 雫 字 蛭 沢 3 0 5番 地 先 か ら 同 区 下 太 田 字 川 内 迫
下 太 田 工 業 団 地 １ 310の 14番 地 先 ま で
号 線

別 表 第 ３ 市 道 （ 本 宮 市 ） 恵 向 19号 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 本 宮 市 ） 富 本 宮 市 荒 井 字 北 ノ 内 36番 １ 地 先 か ら 同 市 仁 井 田 字 富 士 内 ７ 番
士 内 ・ 上 沢 線 ４ 地 先 ま で

市 道 （ 本 宮 市 ） 高 本 宮 市 荒 井 字 久 保 田 42 5番 地 先 か ら 同 市 荒 井 字 恵 向 19 2番 地 先
速 側 道 24号 線 ま で

市 道 （ 本 宮 市 ） 恵 本 宮 市 荒 井 字 恵 向 88番 地 先 か ら 同 市 荒 井 字 恵 向 21番 １ 地 先 ま
向 ６ 号 線 で
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村 道 （ 西 郷 村 ） 椙 西 白 河 郡 西 郷 村 大 字 米 字 杶 窪 30番 地 １ 地 先 か ら 同 村 大 字 米 字
山 嫁 塚 線 椙 山 ９ 番 地 33地 先 ま で

附 則
こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 ７ 月 31日 か ら 施 行 す る 。

（ 交 通 規 制 課 ）


